
【在留証明 ： 過去住所も合わせて証明する場合】 

⚫ 現住所及び過去住所を記載する場合は、すべての住所の居住期間（住み始めと住み終わり）を立証する公文書が必要です。 

⚫ 各居住期間（住所 A「住み終わり」と住所 B「住み始め」等）は、空白の期間がないようご注意ください。 

 

 

≪１回引越し→住所２か所証明→住所証明の公文書４通必要≫ 

① 2020.10.10       ②2024.08.10  引越し  ③2024.08.11             ④ 現在 

  

住所 A                  住所 B 

 

 

≪２回引越し→住所３か所証明→住所証明の公文書６通必要≫ 

① 2020.10.10    ②2023.10.10  引越し  ③2023.10.11   ④2024.08.10  引越し  ⑤2024.08.11     ⑥現在 

 

住所 A               住所 B              住所 C 


